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特集１ 埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）の改正　～カーボンニュートラル＊の実現に向けて～
　近年の災害・異常気象の頻発や気温上昇による熱中症救急搬送者数
の増加など、気候変動の影響がすでに顕在化してきています。このま
ま何も対策を行わなければ、県内でも今世紀末には、平均気温が今世
紀のはじめより最大４.３℃上昇するという予測結果が示されており、
地球温暖化対策は「待ったなし」の課題となっています。
　これら地球温暖化の影響の深刻化や情勢の変化を踏まえ、地球温暖
化対策を更に進めていくため、本県では、令和５年３月に「埼玉県地
球温暖化対策実行計画（第２期）」を改正しました。
　改正計画では、施策などを見直し、温室効果ガス＊の削減目標を大
きく上積みしました。また、計画の公表に合わせて、本県は「２０５０年
カーボンニュートラル宣言」を行いました。

【計画の概要】

　令和２年度から令和１２年度までの１１年間

■計画期間

■温室効果ガス削減目標（令和１２年度） カーボンニュートラルが実現し、気候変動に適応した持続可能な埼玉
（実現時期：令和３２年）

①全ての主体が協働した「ワンチーム埼玉」での対策の推進
②カーボンニュートラルの実現に向けた緩和策の推進
③持続可能なまちづくりやサーキュラーエコノミー＊（循環経済）へ
の移行
④気候変動への適応策＊の推進

■本県の目指すべき将来像

■計画推進の方向性

　◦埼玉県の年平均気温の推移
（熊谷地方気象台）

1991～2020年平均からの
気温差（℃）

埼玉県では、日本の平均と比べて早い
ペースで気温が上昇しており、１８９８年
から２０２１年までの気温上昇率は、１００
年に換算すると２.１９℃となっています。

出典：気象庁資料から埼玉県作成

カーボンニュートラル
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による除去量を均衡させる（実質的な排出量をゼロにする）こと。

温室効果ガス
ハイライト表示
太陽放射により暖められた地表面の熱が宇宙に逃げるとき、その一部を吸収して温室のように地球を暖める性質を持つ気体。地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「地球温暖化対策推進法」という）では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の7種類が温室効果ガスとして定義されている。大気中の濃度が増加することで地球の平均気温の上昇（地球温暖化）をもたらす。

サーキュラーエコノミー
ハイライト表示
生産活動や消費活動などのあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図る経済活動。

適応策
ハイライト表示
気候変動の影響による被害の回避・軽減対策のこと。温室効果ガスの排出削減対策（緩和策）と併せて地球温暖化対策の両輪である。適応策を推進するために制定された気候変動適応法（平成30年12月施行）では、地方自治体に対して地域気候変動適応計画の策定及び地域気候変動適応センターの設置を求めている。
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　全ての部門・分野において、省エネルギーの徹底、再生可能エネル
ギー＊の最大限導入、エネルギーの効率的利用に取り組みます。
　地域活性化や県内産業の成長、安定的なエネルギー供給などの諸課
題の解決も見据えて総合的に対策を推進します。

■緩和策（温室効果ガス＊の排出を削減するための対策）
　気候変動による影響のモニタリング結果に応じて、効果的に適応策
を進めます。
　また、県民や事業者など各主体の気候変動に対する理解を深めます。

■適応策＊（気候変動の影響による被害を回避・軽減するための対策）

◦各部門・分野の主な施策
部門・分野 主な施策

①産業・業務 ◦サーキュラーエコノミー＊（循環経済）の取組支援
◦目標設定型排出量取引制度＊の推進

②家庭 ◦脱炭素社会＊の実現に向けたライフスタイルへの転換

③運輸 ◦EV＊・PHV＊の普及推進

④廃棄物、その他ガス ◦プラスチック資源の循環的利用の推進

⑤吸収源 ◦適正な森林の整備・保全の推進

⑥部門横断 ◦「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」の推進に
よる持続可能なまちづくり

⑦エネルギー ◦非化石証書＊の活用による再生可能エネルギーの
地産地消の推進

項目 今後の主な取組の方向性
①農業（水稲） 高温に強い品種の育成

②河川（洪水、内水） 治水施設の整備の推進

③暑熱（熱中症） 熱中症情報の迅速な提供（アプリを活用した情報提供）

④県民生活・都市生活
（暑熱による生活への
影響）

住宅におけるヒートアイランド＊対策の促進

プラスチック資源回収モデル実証

カーボンニュートラル＊のイメージ図

出典：環境省「脱炭素ポータル」

家庭の省エネ相談会

暑さに強い水稲「彩のきずな」

温室効果ガス
ハイライト表示
太陽放射により暖められた地表面の熱が宇宙に逃げるとき、その一部を吸収して温室のように地球を暖める性質を持つ気体。地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「地球温暖化対策推進法」という）では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の7種類が温室効果ガスとして定義されている。大気中の濃度が増加することで地球の平均気温の上昇（地球温暖化）をもたらす。

再生可能エネルギー
ハイライト表示
太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマスなど、永続的に利用することができるエネルギーの総称。

サーキュラーエコノミー
ハイライト表示
生産活動や消費活動などのあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図る経済活動。

目標設定型排出量取引制度
ハイライト表示
エネルギー使用量が3か年度連続して一定以上の事業所を対象に、事業所ごとにCO2排出削減目標を設定し、目標達成を求める制度。目標の達成に、他者の削減量、再生可能エネルギー及び森林吸収量等を利用（排出量取引）できる。

脱炭素社会
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による除去量との均衡（実質的な排出量ゼロ）が達成された社会。

EV（BEV）
ハイライト表示
Electric Vehicle（電気自動車）の略。BEV（Battery Electric Vehicle）とも言う。動力源の100％が電気である電動車。

PHV
ハイライト表示
Plug-in Hybrid Vehicle（プラグインハイブリッド自動車）の略。外部電源から充電できるタイプのハイブリッド自動車。

非化石証書
ハイライト表示
太陽光発電や風力発電など、地球温暖化の原因となるCO2を出さない電気が持つ「非化石価値」を証書化し取引可能な形としたもの。

カーボンニュートラル
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による除去量を均衡させる（実質的な排出量をゼロにする）こと。

適応策
ハイライト表示
気候変動の影響による被害の回避・軽減対策のこと。温室効果ガスの排出削減対策（緩和策）と併せて地球温暖化対策の両輪である。適応策を推進するために制定された気候変動適応法（平成30年12月施行）では、地方自治体に対して地域気候変動適応計画の策定及び地域気候変動適応センターの設置を求めている。

ヒートアイランド（現象）
ハイライト表示
空調による人工排熱やコンクリートの建物による蓄熱などにより、都市中心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象。アスファルト等の人工被覆域と比べ、森林、水田等の植生域は、保水力が高く水分の蒸発によって日中の気温の上昇を抑える働きがある。




